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○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。

⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院で

なければ担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

「地域医療構想の進め方について」※のポイント

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。

①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況

③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

地域医療構想調整会議の運営

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

【その他】
○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関 ・開設者を変更する医療機関

※ 平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知
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地域医療構想調整会議の協議事項



地域医療構想調整会議における
議論の進捗状況について

（平成30年12月末時点）
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医政局地域医療計画課調べ（精査中）

地域医療構想調整会議における議論の状況

9月末

病床数に換算※した場合（病院の規模に差があるため）

議論継続中

40%

■合意済み（60％）
187,217床

（9月末39%）

60% ■議論継続中(40%）
126,071床

■合意済み（25%）
320,207 床

■議論継続中(33%)

422,301 床

■議論未開始(42%)

545,222床

25%

6月末

合意済み（議論終了）施設数の推移（3ヶ月毎）

全ての医療機関 計

総病床数 128.7万床中

12月末
合意済み

12月末
合意済み

12月末
合意済み

（30年12月末時点）

12月末

48%

（9月末：52%）
（9月末：19%）

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
（予定）

計

102回
( 91区域)

359回
( 266区域)

374回
( 249区域)

500回
( 324区域)

1339回

6月末時点 9月末時点 12月末時点

病院 94.4％ 96.5％ 96.7％

有床診療所 84.5％ 87.6％ 87.7％

■非稼働病棟の病床数■病床機能報告の報告率■調整会議の開催状況

総数 方針の議論実施
（議論中含む）

病院 16,679床 12,393床（74％）

有床診療所 9,128床 3,693床（40％）

■具体的な医療機関名を挙げた議論の状況

9月末 12月末

対象病院数 823 823

うち合意済み 273 347

うち議論継続中 495 464

うち議論未開始 55 12

9月末 12月末

対象病院数 829 829

うち合意済み 423 486

うち議論継続中 372 337

うち議論未開始※ 34 6

新公立病院改革プラン対象病院

公的医療機関等２０２５プラン対象病院

■合意済み（48％）
91,184 床

■議論継続中(50％）
94,791床

■議論未開始(1％）
2,087 床

■議論未開始(0％)

934床

病床数に換算※した場合（病院の規模に差があるため）

総病床数 18.8万床中

総病床数 31.4万床中

対象 5,658病院 6,736診療所

うち合意済み 272病院 20診療所

うち議論継続中 1,399病院 805診療所

その他の医療機関

12月末時点における議論の状況
（病床数に換算した場合）

議論継続中

50%

議論継続中

33%

未開始

42%

※病床数への換算には、平成29年病床機能報告における29年7月現在の病床数を用いた。

280

774
施設

1125
施設

未報告医療機関の病床数は含まれていない。 3



■主な開設主体別にみた議論の状況

4

機能別・開設主体別にみた議論の状況

55%
39%

6 16
%

29

55

10

2862

28%

35%

37

■機能区分別にみた議論の状況
高度急性期 急性期 回復期 慢性期

病床数 総計（※）

高度 急性 回復 慢性 休棟
合意 合意 合意 合意 合意 合意

総計 1,287,730 320,207 25% 163,410 89,434 55% 586,924 165,999 28% 153,337 24,377 16% 353,427 33,828 10% 30,632 6,569 21%

公
立
・公
的
等

都道府県 41,133 17,777 43% 10,841 5,456 50% 24,348 10,306 42% 2,887 1,011 35% 2,122 700 33% 935 304 33%

市町村 127,698 65,159 51% 16,589 9,216 56% 82,658 43,081 52% 12,974 6,164 48% 11,147 4,695 42% 4,330 2,003 46%

地方独立行政法人 29,382 12,870 44% 11,297 6,202 55% 15,874 6,020 38% 1,075 378 35% 544 133 24% 592 137 23%

国立病院機構 47,327 28,244 60% 7,928 5,196 66% 20,801 11,801 57% 2,764 1,743 63% 14,826 8,936 60% 1,008 568 56%

労働者健康安全機構 12,521 6,655 53% 961 103 11% 10,098 5,551 55% 710 586 83% 188 134 71% 564 281 50%

地域医療機能推進機構 15,574 9,702 62% 1,916 1,686 88% 11,114 6,447 58% 1,793 1,195 67% 196 151 77% 555 223 40%

日赤 34,837 19,426 56% 13,294 7,693 58% 17,865 9,875 55% 1,433 738 52% 1,400 643 46% 845 477 56%

済生会 22,231 12,223 55% 3,749 1,671 45% 14,337 8,404 59% 2,537 1,511 60% 1,131 470 42% 477 167 35%

北海道社会事業協会 1,727 0 0% 8 0 0% 880 0 0% 308 0 0% 471 0 0% 60 0 0%

厚生連 31,201 13,693 44% 4,547 2,339 51% 19,571 9,005 46% 3,690 1,539 42% 2,510 641 26% 883 169 19%

健康保険組合等 1,916 1,433 75% 48 48 100% 1,664 1,249 75% 84 56 67% 120 80 67% 0 0-

共済組合等 13,529 8,091 60% 4,060 2,727 67% 8,219 4,684 57% 728 443 61% 321 237 74% 201 0 0%

国民健康保険組合 320 320 100% 4 4 100% 316 316 100% 0 0- 0 0- 0 0-
上記以外の特定機能病
院 61,228 40,430 66% 52,247 34,109 65% 7,879 5,272 67% 86 86 100% 32 16 50% 984 947 96%
上記以外の地域医療支
援病院 60,670 35,039 58% 15,758 8,875 56% 38,695 22,549 58% 3,478 2,125 61% 1,894 929 49% 845 561 66%

その他 786,436 49,145 6% 20,163 4,109 20%312,605 21,439 7%118,790 6,802 6%316,525 16,063 5% 18,353 732 4%

病床数 総計

合意 議論継続

総計 1,287,730 320,207 25% 422,301 33%

高度急性期 163,410 89,434 55% 63,340 39%

急性期 586,924 165,999 28% 203,588 35%

回復期 153,337 24,377 16% 45,229 29%

慢性期 353,427 33,828 10% 100,550 28%

休棟 30,632 6,569 21% 9,594 31%

（※）病床機能報告を用いて算出し
ており、未報告医療機関の病
床数は含まれていない。

合意

（30年12月末）

（30年12月末）

合意
合意 合意

議論継続

議論継続

議論継続
議論継続
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未開始

議論継続中

合意済み

5医政局地域医療計画課調べ（精査中）

議論の進捗状況 （病床数を基に算出（平成30年12月末時点））

対象施設数

※病床数への換算には、平成29年病床機能報告における29年7月現在の病床数を用いた。

公立病院・公的病院に関する議論の状況
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公立
(計823)

87 24 27 29 12 23 12 8 4 13 13 29 17 19 26 12 16 7 14 21 18 25 26 15 12 13 22 42 11 11 8 12 17 19 15 11 11 15 10 17 7 14 18 5 17 12 7

公的等
(計829)

46 6 8 14 15 5 20 25 12 11 19 18 62 42 21 11 10 9 5 28 15 24 38 16 9 17 41 21 7 7 6 8 17 22 20 9 12 13 6 50 9 11 16 15 9 15 9

合計
(1,652)

133 30 35 43 27 28 32 33 16 24 32 47 79 61 47 23 26 16 19 49 33 49 64 31 21 30 63 63 18 18 14 20 34 41 35 20 23 28 16 67 16 25 34 20 26 27 16

（平成30年12月末時点）



地域医療構想調整会議の開催状況

■平成30年度 調整会議の開催状況 （開催延べ回数／全構想区域）
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第４四半期(予定)

第３四半期

第２四半期

第１四半期

6医政局地域医療計画課調べ（精査中）

（平成30年12月末時点）

（参考）平成29年度実績のまとめ
開催延べ数：1,067回
構想区域当たり平均：3.1回



■非稼働病棟を有する医療機関に対する調整会議での議論の状況
（議論済み（議論継続中を含む）の病棟の病床数／非稼働病棟の病床数）

非稼働病棟の議論の状況

7

■非稼働病棟の病床数
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9月末 12月末

(床)

北海

道
青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京

神奈

川
新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良

和歌

山
鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎

鹿児

島
沖縄

診療所 605 162 264 111 37 25 97 174 77 103 414 74 102 132 23 46 25 165 22 2 205 293 443 121 19 39 98 527 38 133 0 25 320 226 84 171 225 180 221 671 183 326 631 414 285 536 54

病院 1,1 604 333 104 358 256 457 869 382 80 581 449 354 807 306 207 162 179 169 222 393 654 683 239 67 246 442 864 442 131 0 148 579 313 282 184 291 482 104 386 73 100 833 102 174 435 50
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2,000
■病院 （全国計 16,679床）
診療所（全国計 9,128床）

（注）平成29年度（平成29年10月実施）の病床機能報告を基にした集計である。

（平成30年12月末時点）

医政局地域医療計画課調べ（精査中）

・過去１年間（28年7月1日～29年6月30日）に一度も患者を収容していない病棟であって、
かつ29年7月1日現在も休棟中と報告した病棟の病床数を集計した。

1103



（参考）非稼働病棟の病床数の経年比較
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グラフは、平成28年度と平成29年度の病床機能報告における非稼働病棟の病床数を集計し、単純に比較したもの。

（留意点）
・過去１年間（X-1年7月1日～X年6月30日）に一度も患者を収容していない病棟であって、かつX年7月1日現在も休棟中と報告した病棟の病床数を
集計した。
・両年度で報告率が異なる点に留意が必要。（28年度報告率→病院：99.4％ 有床診：94.6％、29年度報告率→病院：96.5％ 有床診：87.6％）

平成28年度機能報告 平成29年度機能報告

医政局地域医療計画課調べ

全国 平成28年度 平成29年度

総計 26,783床 25,807床

病院 16,911床 16,679床

有床診療所 9,872床 9,128床
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地域医療構想に関するワーキンググループにおける今後の議論の進め方について（案）

１．これまでの取組
○ 地域医療構想の実現に向けては、平成28年度中に全都道府県で地域医療構想が策定されたことを踏まえ、平成29年度以降、

個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、地域医療構想調整会議において２年間程度で集
中的な検討を進めることとした。

○ 特に公立病院・公的医療機関等に対しては、それぞれ「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定
し、民間医療機関との役割分担を踏まえ、公立病院・公的医療機関等でなければ担えない分野へ重点化された具体的対応方針
であるか確認することを求めた。

〇 また、都道府県に対しては、都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置や地域医療構想アドバイザーの導入、地域の実情
に応じた定量的な基準の検討など、地域医療構想調整会議の議論の活性化を図るための多様な方策の導入を求めた。

２．今後の進め方
○ 現在も、各地域では、議論の活性化を図るための様々な努力を重ねながら、公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針を

中心に活発な議論を継続している状況にあるが、地域医療構想の実現に向けて、ＰＤＣＡサイクルを着実に実施していく観点
から、この２年間で合意に至った具体的対応方針の内容を検証した上で、その結果を踏まえ、地域医療構想の実現に向けた必
要な対策を講じていくことが重要である。

○ このため、本ＷＧにおいて、平成30年度末までに、具体的対応方針の検証方法や地域医療構想の実現に向けた課題等を整理
していく。なお、整理に当たっては、これまでも本ＷＧにおいて、都道府県担当者を中心に現場の課題に関するヒアリングを
行ってきたが、今後数回にわたり、病院関係者や公的医療機関の本部等、更に多様な主体に対するヒアリングを重ねることと
する。

（ヒアリングの視点の例）
・ 構想区域の実情を踏まえた公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の評価をどのような手法で行うか
・ 民間医療機関との競合や、医療機能の散在等、将来の病床数の必要量と病床機能報告の集計結果の単純比較では測ることが

できない地域の課題をどのように把握し、評価に反映するか
・ 公立病院・公的医療機関等でなければ担えない医療機能への重点化を進める上での課題は何か 等

第17回地域医療構想に関するWG
（H30.12.21）資料1の抜粋（一部改編）
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（事務局が提示したヒアリングの視点）
・ 構想区域の実情を踏まえた公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の評価をどのような手法で行うか

（事務局が提示したヒアリングの視点）

・ 民間医療機関との競合や、医療機能の散在等、将来の病床数の必要量と病床機能報告の集計結果の単純比較で
は測ることができない地域の課題をどのように把握し、評価に反映するか

（前回ＷＧにおいて出た指摘・意見）
○ 自区域の病床機能報告データのみで議論すると、2025年の病床の必要量と病床機能報告の機能別の病床数との「数
合わせ」に終始してしまい、改善点を見いだせない。地域の個別性はあるものの、目指すべき医療提供体制を具体的
にイメージできるよう、地域の実情を考慮した構想区域や医療機関の類型化など分析が定型化が必要。

（前回ＷＧにおいて出た指摘・意見）
○ 例えば、ある術式の手術は、公立・公的で何例やっていて、同じ構想区域の民間で何例やっていて、この民間医療
機関でも、公立・公的の症例数は十分こなせる能力がある、余力があるといったときは、これは競合していると。具
体的に言うと、そういう議論になってくるのだろうと思う。

○ 公立病院、自治体病院は、人口３万人以下のところが３割、10万人以下のところが約７割近くという状況。そう
いったところであれば余り競合もないだろうと考えている。

○ （人口推移等のデータより）もっと大事なことは、各病床機能あるいは病院の機能でどの程度の患者さんが入院さ
れているのか具体的な数値をここに（調整会議に）出す必要があるのではないかなと、前々から思っている。その辺
について、もう少し詳しい情報分析、データ分析が必要になるのではないか。

前回のヒアリングにおける主なご意見の整理①
第18回地域医療構想に関するWG
（H31.1.30）資料1-1 一部改変
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（事務局が提示したヒアリングの視点）
・ 公立病院・公的医療機関等でなければ担えない医療機能への重点化を進める上での課題は何か

前回のヒアリングにおける主なご意見の整理②

（前回ＷＧにおいて出た指摘・意見）
○ 調整会議で議論された新公立病院改革プラン、公的医療機関等2025プランよりも首長の意向が優先されてしまう。

○ 公立・公的病院への補助金の種類や金額について調整会議で公開されていない。

○ （公立・公的医療機関の立場でいうと）民間医療機関が担えないような高度先進医療に特化しろという話をされま
すと、山に例えると、山のてっぺんだけやれということでして、山のてっぺんだけというのは、医療の世界ではあり
得ないと、裾野がなければてっぺんに向かっていくことはできないと、我々としては、どうしてもそういうふうに考
えざるを得ない。
裾野があって初めて、高度専門的な、山で言えば、頂上のことが可能になると考えておりますので、その裾野の領

域といいましょうか、あるいは中腹まででもいいのです、７合目まででもいいのですけれども、そういったところが
民間の医療機関とどういうふうにすみ分けできるかという問題なのだろうと考えている。

第18回地域医療構想に関するWG
（H31.1.30）資料1-1 一部改変



主たる手術件数の競合のパターン

 パターン（イ） パターン（ア）  パターン（ウ）  パターン（エ）

公立・公的病院等

民間医療機関

当該手術を一定数実施してい
る医療機関が多数存在〔都市
部に多い〕

当該手術を一定数実施してい
る公・民の病院がそれぞれ
１ヶ所程度存在

当該手術を一定数実施してい
る病院は公のみだが、２ヶ所
以上存在

複数の医療機関に実績が拡散し、
いずれの医療機関も医療実績が
少ない

≪考えられる視点≫
① 手術実績が一定数ある医療機関が複数存在している場合、公立・公的病院等は地域の医療需要やそれぞれの病
院が診療する患者像等を確認し、地域の民間医療機関では担うことができない医療提供等に重点化されているか
を確認する。重点化できていない場合は、地理的条件等を踏まえ、再編統合を含めた役割分担について検討する。

② 特に実施件数の低い公立・公的病院等については、医療機関の再編統合を含め、当該手術の実施を他の医療機
関に統合すること等を検討する。

③ 各々の手術によって構想区域の競合状況が異なるため、特定の手術のみではなく、手術以外の診療実績も含め
て病院全体の機能のあり方も検討する必要がある。

○ 代表的な手術の件数を例に、特定の構想区域における医療機関ごとの実績を比較した場合、公の機能の重
点化について特に議論が必要と思われるのは主に以下のケース
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第18回地域医療構想に関するWG
（H31.1.30）資料1-2 一部改変



人口が20万人ー50万人未満の構想区域（４）

病床数（高度急性期＋急性期） 救急車受入台数

ひと月当たり全身麻酔手術件数 ひと月当たり経皮的冠動脈形成術件数

1503県央（新潟）
人口：229958人 面積：734㎢

〇同じような規模の公立・公的病院で、実績が同じような病院が存在する。

(床)
(台)

(件)
(件)

(医療機関) (医療機関)

(医療機関)

(医療機関)
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第18回地域医療構想に関するWG
（H31.1.30）資料1-3 一部改変



– 病床数（高度急性期+急性期）

– 救急車受け入れ台数（年間）

– 全身麻酔手術件数（月間）

– 経皮的冠動脈形成術（ステント留置術を含む）（月
間）

（平成29年度病床機能報告）

• 公立病院と民間病院を比較を行う

印は公立・公的病院
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